
開発事業者募集プロポーザル実施要領（防災機能部分を抜粋）

もと大阪北小学校・もと曾根崎幼稚園 もと馬淵生活館・もと馬淵生活館保育所
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当該地の売却にあたっては、その立地

条件を鑑み、周辺地域との連続性や回遊

性に配慮しつつ、にぎわいのある都市機

能の導入を図るとともに、当該地の中で、

曽根崎地域の防災拠点として、本市の費

用負担を持って借り受け（期間３０年）、

管理する施設（以下「本市管理部分」と

いう。）の整備を両立した、曽根崎地域

全体の活性化および安全で安心なまちづ

くりに活用することを目的として、広く

事業提案を求めるプロポーザル方式によ

り事業予定者（売却相手方）を決定しま

す。(5) 事業予定者の決定

提案価格から本市管理部分に関する30

年間の本市負担額を差し引いて、最も本

市に有利となる価格提案を行った者を事

業予定者として決定します。

（ ア） 災害時避難所について
災害時避難所として供するスペースは、大

阪市地域防災計画における災害時避難所の要
件である「災害により住居等を滅失したため、
継続して救助を要する市民等
に対し、宿泊、給食等の生活機能を提供する
場」とし、耐震性の確保及び防災機能
の充実を図るようにしてください。
また、地域の人口、誘致圏域、地形、災害

に対する安全性等に配慮し、災害時避
難所開設時の専用延床面積1,600 ㎡ 以上、収
容可能人数800 名以上とする施設としてくだ
さい。
災害時には、徒歩で地上から容易に避難所

にたどり着けるように動線を確保し、かつ、
案内表示を設置してください。
さらに区役所又は地域住民が実施する避難

所開設・運営訓練等に、事業に支障のない範
囲で協力できる施設であることとします。
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